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論文内容の要旨

〔目的〕

人口の急速な高齢化がみられる中で、わが国でも多くの先進国と同様、高齢者、とくに痴呆の者に対する適切なサ

ービスを提供するシステムを構築することが重要な課題となってきている。このような状況に対し、市民への福祉サ

ービスの提供を行っている福祉事務所の役割が重要となってきている。本論文は、人口の高齢化に対応して、福祉事

務所が的確にサービスを提供できているかどうかを明らかにすることを目的として、全国の福祉事務所における痴呆

高齢者に関する相談件数、および各種の福祉サービスへの登録・利用件数について、分析を行ったものである。

[ 方法ならびに成績 ]

指定都市、および東京都特別区の福祉事務所を除く、全国の 670 市の福祉事務所に対して、郵送にてアンケート調

査を実施した。質問項目は、過去 3 年間における相談件数(窓口相談および電話相談を含む)、ショートステイサー

ビスへの登録および利用、デイケアサービスへの登録および利用、ホームヘルパーへの登録および利用の状況である。

670 か所の福祉事務所のうち、 437 か所 (65.2%) から回答が得られた。

回答が得られた福祉事務所が管轄する自治体の 65 歳以上高齢者割合の平均値は、 12.1%であった。そこで、本研

究においては、管轄する自治体の高齢者割合が 12.1%以上であった福祉事務所を「高齢者割合が高い自治体を管轄す

る福祉事務所J 、高齢者割合が 12.1%未満であった福祉事務所を「高齢者割合が低し、自治体を管轄する福祉事務所j

として 2 区分して分析を行った。前者に該当するものは 212 か所、後者に該当するものは 225 か所であった。また、

医療機関との聞に連絡協議会を設置している福祉事務所、および設置していない福祉事務所に 2 区分して分析を行っ

た。連路協議会を設置している福祉事務所は 212 か所、設置していない福祉事務所は 225 か所で、あった。なお、管轄

する自治体における高齢者割合は、連絡協議会を設置している福祉事務所では 12.4%、設置していない福祉事務所で

は 12.8%であり、統計的に有意な差は認められなかった。本研究では、社会的要因として管轄自治体における高齢者

割合、単位人口あたりの独居高齢者の割合、高齢者人口あたり福祉資源(ホームヘルパー数、保健師数、看護師数、

および特別養護老人ホーム・養護老人ホ}ム・老人ホーム・病院・診療所における定員数など)を用いた判別分析を

実施した。

氏
U

門tに
υ



〔結果〕

高齢者割合が高い自治体を管轄する福祉事務所は、高齢者割合が低し、自治体を管轄する福祉事務所に比べ、高齢者

人口当たりの総相談件数、ショートステイサービス登録件数、デイケアサービス登録件数、ホームヘルパー利用件数

が、全ての年度において低値で、あった。この内、一部の年度を除く総相談件数、窓口相談件数、一部の年度を除くシ

ョートステイサービス利用件数については統計的に有意差が認められた。管轄自治体の高齢者割合は、一部の年度の

ホームヘルパ一利用件数を除き、すべての福祉サービスの実績と有意な負の相関を示した。

医療機関と連絡協議会を設置している福祉事務所では、 3 年間における高齢者人口当たりの総相談件数および窓口

相談件数、ショートステイサービスへの登録件数、デイケアサービスへの登録件数について、有意な増加がみられた。

一方、連絡協議会を設置していない福祉事務所では、総相談件数については有意な増加が認められたが、他の実績に

ついては有意な増加はみられなかった。

判別分析おいて、連絡協議会の設置については、独居高齢者の割合、高齢者人口あたりのホームヘルパー数、デイ

ケアサービスの定員数、および診療所数が有意な要因として選択された。

〔総括〕

福祉事務所における高齢者に対する各種の福祉サービスについて、高齢者人口当たりの利用実績は、自治体の高齢

者割合が高いところほど低値で、あった。高齢者割合が高い自治体は、福祉サービスの充実が求められているにも関わ

らず、充分な量の福祉サービスが提供されていないことが示唆された。

医療機関との連絡協議会の設置は、各種の福祉サービスの利用を促進させる傾向があることが示された。関連機関

との緊密な連絡協議会の設置など、地域におけるネットワークの推進が重要であることを示唆していると考えられる。

論文審査の結果の要旨

本研究はわが国が直面している問題、少子高齢化の対策を目的として、福祉事務所の過去 3年間における実績につ

いて、人口統計学的要因、社会的要因の関連を考慮し研究を行い、今後各自治体が必要と思われる対策について結論

を導いた。

分析の結果として、老人人口割合が高い自治体を管轄する福祉事務所は、高齢者割合が低し、自治体を管轄する福祉

事務所に比べ、老人人口当たりの痴呆性老人に対する福祉サービスの実績が低値で、あったことが明らかになった。ま

た、医療機関と連絡協議会を設置している福祉事務所では、設置されていない福祉事務所に比べ、 3年間における老

人人口当たりの痴呆性老人に対する福祉サービスの実績の有意な増加がよりみられた。連格協議会の設置は、独居老

人の割合と福祉資源が多いほど、設置されていない、医療資源が多いほど、設置されていることが明らかになった。

関連機関との緊密な連絡協議会の設置など、地域におけるネットワークの推進が重要であることを示唆している。

今後各自治体で必要と思われる対策であるため、本研究は学位に値すると考える。




